
鹿屋市町内会活性化支援事業交付金について 

 

１ 対象事業 

  ○地域の課題等を解決し、地域の活力を推進する町内会活動等に関する事業を対象と

します。ただし、次に掲げる事業は対象外です。 

① 営利行為、宗教活動及び政治活動に関する事業 

② 公序良俗に反する事業 

③ 法令に違反する事業 

 

○下記表の区分Ａは１事業、区分Ｂは２事業、計３事業を限りとします。 

Ａ区分 

課題解決により地域の活力を推進する事業 

補助額：上限７万円 

１町内会につき上限１事業 

 対象事業 活動・対象経費の例 

 

A-1 子ども食堂の開設 
・冷蔵庫、調理器具、食器及び机・椅子

の購入費、食材費等  

A-2 有償ボランティアの設立 
・ユニフォームやビブス、腕章等作成代 

ちらし印刷、コーディネーター人件費 

A-3 デジタルを活用した情報発信 
・ポケットWifi等機材レンタル料 

パソコン等端末購入費 等 

A-4 高齢者等の粗大ごみ回収 
・トラック借上げ料、燃料代 

粗大ごみ処分料、飲料代 等 

A-5 地域の危険箇所の解消 

・高所作業車等の借上げ料、燃料費、 

保険料 

・作業に必要な備品購入費 等 

A-6 在住外国人との交流を図る活動 

 (活動の例) 

・町内会の年間行事を外国人と一緒に行

い交流促進を図るもの 

・外国人を講師とした行事   など 

（対象経費）イベント経費 等 

Ｂ区分 

地域の融和を図る交流促進事業 

補助額：上限４万円 

１町内会につき上限２事業 

 

世代間交流事業、スポーツ振興、伝統文化の継承、地域の環境保全・美化活動等 

活
動
の
例 

・グラウンドゴルフ大会 

・敬老祝賀会（記念品配布のみは不可） 

・サロン（一部の会員だけの実施は不可） 

・歩こう会、運動会、ボッチャ大会など 

・夏祭り 

・棒踊り、鉦踊りなどの継承（保存会実施の際は不可） 

・鬼火焚き 

・地域の除草伐採作業 

・花植え 



２ 交付額 

  Ａ事業は１事業につき上限７万円、Ｂ事業は１事業につき上限４万円 

 

３ 対象経費 

  事業の実施に要する経費を対象とする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。 

  ① アルコール類 

② 固定資産の購入等に要する費用 

③ その他市長が適当でないと認める経費 

④ 町内会による助成金交付に係る経費 

     (例)町内会が高齢者クラブや班に対して、活動費として助成金を交付すること。 

    ※食糧費（弁当代等）は１事業費のみ計上が可能です。（30,000円以内） 

４ 交付手続 

鹿屋市  町内会 備 考 

 ← ①交付申請書提出 【５月31日(水)締切】 

②交付決定 → 交付決定通知書 ※交付決定後に事業を実施してくだ

さい。（交付決定日前の領収書は

対象外になります。）   ③事業実施 

 ← ④実績報告書提出 
※写真・領収書 

【事業終了後または２月５日(月)締切】  

⑤交付確定 → 交付確定通知書  

 ← ⑥請求書提出 
 

⑦交付金支払い →  
 

  ※ 申請期限は、令和５年５月31日（水）までです。 

  ※ 交付決定日前に購入したものは、対象になりません。 

  ※ 市・県・民間等から他に支援を受けている事業の同一経費に重複して充てること   

    はできません。ただし、内容の充実など当該交付金で事業を補完、充実するため

の経費にあてるのであれば差し支えありません。 

    例：講演会の実施 

内 容 予算額 支援 当該交付金対象 

報償費（講師謝金） 30,000円 市より支援 × 

旅費 10,000円 市より支援 × 

需用費（印刷製本費） 8,000円 × ○ 

役務費（切手代） 2,000円 × ○ 

  ※ 実績報告期限は令和６年２月５日（月）ですので、事業実施については令和６年

１月31日までに終了するものとしてください。 

５ 問合せ・提出先 

 本    庁 地域活力推進課 （電話）31-1147   担当  橋口、黒木 

吾平総合支所 住民サービス課 （電話）58-7231  担当 車田 

輝北総合支所 住民サービス課 （電話）486-1111  担当  池田 

串良総合支所 住民サービス課 （電話）63-3112  担当 牧之内 



６ 交付申請書記載例 

  記 載 例  
第１号様式（第５条関係） 

  年   月  日 

 

 鹿屋市長 中西 茂 様 

 

町内会等名  ●● 

    代表者  会長 ●● ●● 

 

  令和５年度 鹿屋市町内会活性化支援交付金交付申請書 

 

令和５年度鹿屋市町内会活性化支援交付金の交付を受けたいので、鹿屋市町内会活性化支援交付金交

付要綱第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額    147,000 円 

 

２ 事業内容 

区分 事業/活動 ○印 事業費 

Ａ 

１ 子ども食堂の開設  

95,000 円 

２ 有償ボランティアの設立  

３ デジタルを活用した情報発信 〇 

４ 高齢者等の粗大ごみ回収  

５ 地域の危険箇所の解消  

６ 在住外国人との交流を図る活動  

Ｂ 

【
１
事
業
目
】 

１ スポーツ・文化推進事業  

57,000 円 ２ 世代間交流事業 〇 

３ 地域の環境保全・美化事業  

【
２
事
業
目
】 

１ スポーツ・文化推進事業  

37,000 円 ２ 世代間交流事業  

３ 地域の環境保全・美化事業 〇 

  注 実施する事業に○印を付すること。 

３ 事業計画 別紙 事業計画書のとおり 

押印は 

不要 

です 



別紙 

事業計画書 

＜Ａ区分＞ 

事業名 

（１～６の中から計画している事業の番号に○を付けてください。） 

１ 子ども食堂の開設        

２ 有償ボランティアの設立 

３ デジタルを活用した情報発信   

４ 高齢者等の粗大ごみ回収 

５ 地域の危険箇所の解消   

６ 在住外国人との交流を図る活動 

具体的な内

容 

（上記で選んだ事業をどのように実施するか具体的に記載してください。） 

多くの方に○○町内会の活動・取組み内容や情報等を知ってもらうため、町内会

ホームページを開設する。 

 

実施日 

（期間） 

〇会議・・５月 13日 

〇開設日時・・７月２日 

予算額等 

 

科目 支出内容 予算額 

 パソコン購入費 65,000 円 

 ポケット Wi-Fiレンタル費 30,000 円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

合  計 95,000 円 

注 食糧費の計上は、Ａ・Ｂ区分のうち１事業のみ可能（上限３万円） 

交付申請額：  70,000 円 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｂ区分＞ 

【１事業目】 

事業名 

１ スポーツ・文化推進事業 

２ 世代間交流事業 

３ 地域の環境保全・美化事業 

具体的な

内容 

町内の親子を対象に、昔ながらの杵と臼を使ったもちつき大会を実施し、昔の生活に

ついての学習機会の提供とともに、子どもたちの成長を祈念する。 

実施日 

（期間） 

○内容会議・・・11月 26日 

○もちつき準備・・・12月 16日 

予算額等 

 

科目 支出内容 予算額 

 原材料費 20,000 円 

 作業道具借上費 19,000 円 

 消耗品費 18,000 円 

  円 

  円 

合 計 57,000 円 

注 食糧費の計上は、Ａ・Ｂ区分のうち１事業のみ可能（上限３万円） 

交付申請額： 40,000 円 

 

【２事業目】 

事業名 

１ スポーツ・文化推進事業 

２ 世代間交流事業 

３ 地域の環境保全・美化事業 

具体的な

内容 

地域の清掃及び除草伐採を行うことで、環境美化に繋げる。 

実施日 

（期間） 

○内容会議（清掃場所の選定）・・・８月６日 

○清掃作業・・・８月 20日 

予算額等 

 

科目 支出内容 予算額 

 食料費（弁当代） 20,000 円 

 作業道具借上費 7,000 円 

 消耗品費 6,000 円 

 報償費（お茶代） 4,000 円 

  円 

合 計 37,000 円 

注 食糧費の計上は、Ａ・Ｂ区分のうち１事業のみ可能（上限３万円） 

交付申請額： 37,000 円 


